
 

 

募集要項（案）の主な修正箇所 

修正箇所 修正前 修正後 

＜本編＞ 

４ 移管先候補

者の選定等 

（P３,２７） 

(3) 移管先候補者の選定等の公表 

   移管先候補者の選定後，申請の概況（経過，申請者名等），審査

内容の概要等について公表します。なお，得点については，Ａ法

人○点，Ｂ法人△点のように法人名を伏せて公開します。 

 

(3) 移管先候補者の選定等の公表 

   移管先候補者の選定後，申請の概況（経過，申請者名等），審査

内容の概要（移管先候補者の選定理由，各申請者の得点等）につい

て公表します。 

＜移管後の運営に係る基本事項＞ 

Ⅱ 保育内容等 

年間行事 

（P１７,４１） 

 

当分の間は，移管前年度の行事（数，種目，内容等）を原則維持する

こと（別添６参照） 

当分の間は，移管前年度の行事（数，種目，内容等）を維持すること

（別添６参照） 

ただし，変更がある場合は三者協議会で協議すること 

 

資料１ 


